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豊野地区公民館 ☎735･0009 
藤塚公民館 735･2528 

[共にFax 兼用] 
豊野地区の動向 人口18,728 人(＋15) 
[男 9,422 人(＋7)／女 9,306 人(＋8)] 
8,513 世帯(＋14)[ 3 月 1 日現在(前月比)] 

 

子育てふれあいサロン 参加費無料 ※申し込みが必要です 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

要申込(５組) ✿ 折り紙 で かぶとづくり ✿ 

お子さまの折り紙も用意して、お待ちしています！ 

4 月25 日(火) １０：００～１１：３０ 

会 場：藤塚公民館 １階 大会議室 

講 師：森脇 美知代 先生（豊野折り紙サークル講師） 

対 象：0～5 歳までの子ども１人とその保護者 

持ち物：飲み物 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第467号 

 
公民館施設の利用について 

令和 5 年 3 月 13 日から、以下のとおりとなりました。 

① 基本的感染防止対策は継続します。 

「三つの密」の回避／人と人との距離の確保／手指の消毒／換気 

② 大声のあり／なしにかかわらず、通常の定員で利用できます。 

③ 当日の施設利用者に限っていた共用スペースの利用は、通常利用

できます。 

④ 図書コーナー・血圧計は、利用を禁止していましたが、利用を再

開します。 

⑤ マスクの着用につきましては、原則求めません。 

 ※「三つの密」が回避できないときなど状況によっては、着用を 

求める場合もございます。 

４月２１日（金）まで に、藤塚公民館に直接、または電話でお申し込みください（定員５組・先着順）。 

※本事業は、更生保護女性会 豊野支部会員の協力のもと実施しています。 

※マスクの着用は、各自の判断で行って下さい。 

みんなで ピンポン 

初心者の方も お待ちしています！ 

今まで参加されていた方も、改めて申し込み 

し直して下さい（4 月 1 日受付開始）。 

４ 月  8 日・15 日(土) 

５ 月 13 日(土) 

10：00～12：00 ※9:45 にご集合ください。 

会場 ： 豊野地区公民館 

定員 ： 16 名 （事前申し込みのみ） 

◎ 開催日の前日までに、お申し込みください。 

◎ ラケットをお持ちの方はご持参ください。 

※マスクの着用は、各自の判断で行って下さい。 

 

子 育 て 

  植え付けから 収穫まで 

  さつまいもづくりに 挑戦してみよう！ 
 

日 時：植付 4 月２２日（土） 9：30～11：30 

収穫 10 月１４日（土） 9：30～11：30 

※天候等により日程変更の可能性があります。 

会 場：豊野地区公民館 講堂・研修室 

公民館近くの畑 

対 象：市内在住の小学生とその保護者 １５組 

教材費：200 円（さつまいもの苗・肥料代） 

持ち物：軍手・長ぐつ・スコップ・動きやすい服装・ 

帽子・タオル・飲み物 

申込み：教材費をそえて豊野地区公民館まで（先着順）。 

※マスクの着用は、各自の判断で行って下さい。 

さつまいもづくり 体験教室 

※裏面もご覧ください。 

チャレンジ

教 室 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

公 民 館 か ら の お 知 ら せ 

４月の休館日について 
４月の休館日は、３日・１０日・１７日・２４日・２９日です。 

公民館サークルの代表者等の変更手続きにつ
いて 

予約システムに登録してある代表者等を変更する場合

は、最初に予約システム利用者登録を行った公民館窓

口において、「春日部市公共施設予約システム利用者登

録申請書」により、変更の手続きをお願いします。 

新型コロナウイルスワクチン接種について 
公民館では、ワクチン接種に関する最新情報などを 

入口付近に掲示しています。 

マイナンバーカードの交付申請手続き 

豊野地区公民館では、事前予約制 で 

マイナンバーカードの顔写真を 

無料で撮影します。 

持 ち 物 ： ＱＲコード付き個人番号カード交付申請書（必須） 

予約方法 ： 希望日の前日までに電話にて予約 

※予約状況等によってはご希望に添えない場合 
があります。 

※お子様は一人でいすに座れる場合に限ります。 

豊野地区公民館：TEL 048-735-0009 

職員が 

お手伝い 

します 

 
５月１日(月)から各部屋の予約方法や使用料の手続きは、通常の手続きとなります 

※５月１日（月）は休館日です。 

■施設の予約等について（５月１日から） 

１ 抽選後の当選（本予約） 

これまで電話による抽選後の本予約を受付けていましたが、使用する公民館の窓口で１５日から２８日

（２８日が休館日の場合は、その前の開館日）の期間に窓口にて本申請の手続きをお願いします。 

※その際には、原則使用料のお支払いが必要となります。 

２ 使用の取消 

本予約後のキャンセルについては、これまで電話で受付けていましたが、許可書を持参のうえ使用する

公民館の窓口で利用日の７日前までに申請をしてください。 

※７日を過ぎると、使用料の返金はできません。 

■使用料のお支払いについて（５月１日から） 

使用料の支払い 

これまで使用料のお支払いについては、利用当日にお支払いをお願いしていましたが、あらかじめ使用

する公民館の窓口でお支払いをお願いします。 

※４月３０日以前に施設を予約したものを、５月１日以降にお支払いする場合は、移行期間を考慮し当日の 

お支払いでも可能です。 

■その他 

施設使用料のお支払いや取消・変更などの手続きは、各公民館の休館日を除く午前８時３０分から午後５

時１５分までとなります。ご不明な点は、各公民館にお問い合わせ下さい。 

公民館施設使用料等の手続きについては、令和２年１月の新型コロナウイルス感染症の発生によ

り、令和２年４月から感染拡大防止のため、これまで特例措置として施設使用料の当日払いや電話

による予約の確定（以下「本予約」）などの運用を行ってきたところです。この度、令和５年１月２７

日付け、感染症法上の位置づけについて、令和５年５月８日に現在の「２類相当」から季節性イン

フルエンザと同じ「５類」への引き下げになることとなりました。 

このことにより、令和５年５月１日から（３カ月先の抽選予約が１日からとなるため）施設予約や使用

料の手続き等については、通常の運用とするものです。 

ご理解とご協力をお願いします。 


